
川崎市消防局電磁的記録管理要綱

１３川消庶第１１９５号

平成１４年１月３０日

【最終改正 平成２２年３月３１日 ２１川消庶第２１０４号】

（目的）

第１条 この要綱は、川崎市消防局公文書管理規程（昭和６１年消防局訓令第

１０号。以下「規程」という。）その他別に定めるもののほか、川崎市消防

局における電磁的記録（電子決裁文書を除く。以下同じ。）の管理に関し必

要な事項を定めるものとする。

（用語）

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、規程で使用する用語の例に

よる。

（文書主任の職務）

第３条 文書主任は、所管課長の命を受けて、次の業務を統括する。

（１）電磁的記録の作成及び取得に関すること。

（２）電磁的記録の保管に関すること。

（３）電磁的記録の保存に関すること。

（４）電磁的記録の廃棄に関すること。

（５）電磁的記録の文書管理システムへの登録等に関すること。

（６）その他電磁的記録の管理に関し必要なこと。

（文書管理システムへの登録等）

第４条 所管課長は、電磁的記録を作成し、又は取得したときは、名称等の必

要な事項を文書管理システムに登録するものとする。

２ 文書管理システムに登録する電磁的記録は、常用文書のほか、所管課の職



員が職務上作成又は取得し、所管課で管理しているものとする。ただし、一

時的若しくは補助的に作成又は取得したもの又は特に軽易なものは対象とし

ない。

３ 所管課長は、電磁的記録の記録媒体の変換等により文書管理システムの登

録事項に変更があったときは、速やかに修正するものとする。

４ 所管課長は、文書主管課長が指定する期間中に文書管理システムを利用し

て電磁的記録の保存場所を指定するものとする。

（保存期間の延長）

第５条 所管課長は、保存期間を経過した電磁的記録（文書管理システムに登

載されているものに限る。）が規程第３７条第２項各号に掲げるものに該当

すると認めるときは、文書主管課長が指定する期間中に文書管理システムを

利用して延長する期間を指定しなければならない。

２ 文書主管課長は、前項の規定による指定があった電磁的記録について審査

を行った上、消防局長の承認を得て保存期間を延長するものとする。

（保存期間経過文書の廃棄決定等）

第６条 所管課長は、電磁的記録（文書管理システムに登録されているものに

限る。）を毎年７月３１日までに調査し、保存期間が経過したものがあると

きは、規程第３７条第２項各号に該当する場合を除き、速やかに文書管理シ

ステムを利用して廃棄対象であることを指定しなければならない。

２ 文書主管課長は、前項の規定による指定があった電磁的記録について審査

を行った上、廃棄を決定しなければならない。

３ 所管課長は、公文書館長から文書管理システムに登録されている電磁的記

録のうち、歴史的文化的価値があると認める旨の通知を受けたときは、当該

電磁的記録を公文書館長に送付するものとする。ただし、所管課長は、当該

電磁的記録が記録されている記録媒体そのものを送付しがたいときは、消防



局長の承認を得て、同一又は他の種別の記録媒体に複製したものの送付その

他適当な方法をもって、電磁的記録の送付に代えることができる。この場合

において、所管課長は、当該電磁的記録を送付したものとみなす。

４ 前項の規定に該当する場合を除き、所管課長は保存年限が経過した電磁的

記録を、適切な方法により廃棄するものとする。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成１４年１月３０日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱が施行される日以前に廃棄された電磁的記録にあっては、第５条

第３項の規定は適用しない。

附 則

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の要綱第３条

第５号の規定により作成された電磁的記録公文書目録（以下「目録」とい

う。）に登載されている電磁的記録のうち、施行日前日において保存期間を

経過していないもの（施行日及び施行日から１年後において保存期間が経過

するものを除く。）の取扱いについては、文書主管課長が指定する期間中に

当該電磁的記録の名称等の必要な事項を文書管理システムに登録することに

より、この要綱第４条第１項に規定する登録があったものとみなす。この場

合において、所管課長は、目録の当該電磁的記録が登載されている部分を削



除するものとする。

３ 目録に登載されている電磁的記録のうち、施行日前日において保存期間を

経過していないもの（施行日及び施行日から１年後において保存期間を経過す

るものに限る。）の取扱いについては、この要綱の規定にかかわらず、なお従

前の例による。


